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参考資料２

中央建設業審議会

関連条文

○建設業法（昭和２４年法律第１００号 （抄））

（中央建設業審議会の設置等）

第３４条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその

権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。

２ 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並び

に予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施

を勧告することができる。

（中央建設業審議会の組織）

第３５条 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。

、 、 、２ 中央建設業審議会の委員は 学識経験のある者 建設工事の需要者及び建設業者のうちから

国土交通大臣が任命する。

３ 建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数

は、委員の総数の三分の二以上であることができない。

（準用規定）

第３６条 第２５条の３第１項、第２項及び第４項並びに第２５条の４の規定は、中央建設業審

議会の委員について準用する。

（委員の任期等）

第２５条の３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

４ 委員は、非常勤とする。

（委員の欠格条項）

第２５条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日

から五年を経過しない者
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（専門委員）

第３７条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を

置くことができる。

２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

３ 第２５条の３第４項、第２５条の４及び第３５条第２項の規定は、専門委員について準用す

る。

（中央建設業審議会の会長）

第３８条 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、

委員が互選する。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者

が、その職務を代理する。

（政令への委任）

第３９条 この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会

について必要な事項は、政令で定める。

○建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号 （抄））

（中央建設業審議会の議事）

第２９条 中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。

２ 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数

が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。

３ 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が

決する。

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成１２年法律第１２７号)(抄)

（適正化指針の策定等）

第１５条 国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置（第

。） （ 「 」 。）二章及び第三章並びに前条に規定するものを除く に関する指針 以下 適正化指針 という

を定めなければならない。

２～４ （略）

５ 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

６ （略）

７ 第３項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
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社会資本整備審議会

関連条文

○国土交通省設置法（抄）

第６条 本省に、次の審議会等を置く。

国土審議会

社会資本整備審議会

交通政策審議会

運輸審議会

２ （略）

第１３条 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一・二 （略）

三 土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号 、公共用地の取得に関する特別措置）

法 （昭和三十六年法律第百五十号 、建設業法 ・・・ 中略 ・・・の規定によりその） 、 （ ）

権限に属させられた事項を処理すること。

２ 前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職

員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

○建設業法（昭和２４年法律第１００号 （抄））

（社会資本整備審議会の調査審議等）

第３９条の３ 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関す

る重要事項を調査審議する。

２ 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることが

できる。

○社会資本整備審議会令（平成１２年政令第２９９号 （抄））

（委員の任期等）

第４条 （略）

２～４ （略）

５ 委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という ）は、非常勤とする。。
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（部会）

第７条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ （略）

３ 分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のうちから、

分科会長が指名する。

４ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。

（ 、 。 。） 、７ 審議会 分科会に置かれる部会にあっては 分科会 以下この項において同じ は

その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（議事）

、 、第９条 審議会は 委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ

会議を開き、議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数

で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

３ 前二項の規定は 分科会及び部会の議事に準用する この場合において 第一項中 三、 。 、 「

分の一」とあるのは「三分の一（分科会にあっては国土交通大臣、審議会に置かれる部

会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が三分の一を超える定足

数を定めたときは、当該定足数 」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては）

分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。

○社会資本整備審議会運営規則（抄）

（会議の招集）

第２条 審議会は、会長が招集する。

２ 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び審議事項を委

員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という ）に通知す。

る。

（書面による議事）

、 、第３条 会長は やむを得ない事由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては

事案の概要を記載した書面を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に送付し、その意

見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。
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（議長）

第４条 会長は、議長として審議会の議事を整理する。

（委員等以外の者の出席）

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、審議会に出席して

その意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。

（議事録）

第６条 審議会の議事については、議事録を作成するものとする。

（議事の公開）

第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があると

きは、会議及び議事録を非公開とすることができる。

、 、 。２ 前項ただし書の場合においては その理由を明示し 議事要旨を公開するものとする

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは

第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録

又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

（部会）

第９条 審議会又は分科会は、部会を置くことができる。

２ 会長（分科会に置かれる部会にあっては分科会長。次項において同じ ）は、必要が。

あると認めるときは、調査審議事項を部会に付託することができる。

３ 部会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会（分科会に置かれる部会に

あっては分科会 ）の議決とすることができる。。

、 。 、４ 部会の議事においては 第２条から第７条までの規定を準用する この場合において

これらの規定中「審議会」とあるのは「部会 「会長」とあるのは「部会長」と読み」、

替えるものとする。

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続きその他

運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


